
  

 
 

公開プロセスに係る選定理由及び論点 
原子力規制人材育成事業について 

 
 
１．選定理由 

以下の理由から選定することとした。 

〇 行政事業レビュー実施要領３（１）①ア「事業規模が

大きいもの」に該当すること 
 
〇 今年度が事業の見直し年度に該当すること 
 
○ 原子力分野における人材確保については、国会質疑

でもたびたび取り上げられるなど、社会的な関心も高

いと考えられること 
  

２． 論点  

〇 アウトプット、アウトカム指標は適切に設定されて

いるか 
 
〇 事業の最終年度を迎え、取組みの成果をどのように

評価しているか 
 
〇 成果や課題を踏まえ、本事業又は後継事業をどのよ

うに進めていくか 
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